
北海道ジェイ・アール・サイバネット㈱ 単位：千円

科　　　　　目 金　　　　　額 科　　　　　目 金　　　　　額

【 流 動 資 産 】 【138,905 】 【 流 動 負 債 】 【54,527 】

現 金 644 買 掛 金 33,295

預 金 7,155 未 払 法 人 税 等 2,413

売 掛 金 57,606 未 払 消 費 税 等 3,329

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 22,233 連 結 納 税 未 払 金 6,407

仕 掛 品 6,894 未 払 金 6,664

短 期 貸 付 金 41,829 預 り 金 387

そ の 他 65 賞 与 引 当 金 2,030

繰 延 税 金 資 産 2,475 【 固 定 負 債 】 【7,038 】

退 職 給 付 引 当 金 2,188

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 4,850

【 固 定 資 産 】 【11,631 】 負債の部合計 61,566

（ 有 形 固 定 資 産 ） (2,770 )

建 物 付 属 設 備 316

工 具 器 具 備 品 2,131

一 括 償 却 資 産 322 【 株 主 資 本 】 【88,969 】

（ 無 形 固 定 資 産 ） (5,920 ) 【 資 本 金 】 【30,000 】

電 話 加 入 権 296 【 利 益 剰 余 金 】 【58,969 】

ソ フ ト ウ ェ ア 5,623 ( そ の 他 利 益 剰 余 金 ) (58,969 )

（投資その他の資産） (2,940 ) 繰 越 利 益 剰 余 金 58,969

繰 延 税 金 資 産 2,927

そ の 他 投 資 等 資 産 12

純 資 産 の 部 合 計 88,969

資 産 の 部 合 計 150,536 負債･純資産の部合計 150,536

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

資 産 の 部 負 債 の 部

純 資 産 の 部

貸 借 対 照 表
(平成21年3月31日　現在)



個 別 注 記 表 

（自 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3 月 31 日） 

北海道ジェイ・アール・サイバネット㈱ 

  

（１）重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

製品、原材料、仕掛品・・・移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げ

の方法により算定） 

貯蔵品・・・・・・・・・・最終仕入原価法 

2．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

・平成 19 年 4 月 1日以降取得資産 

  法人税法に定める「定率法」を採用します。 

・平成 19 年 3 月 31 日以前取得資産 

  法人税法に定める「旧定率法」を採用します。 

 (2)無形固定資産（リース資産を除く） 

   ・法人税法に定める「定額法」を採用します。 

 (3)リース資産 

  ・所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用します。 

3．引当金の計上基準 

 (1)貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上します。 

 (2)賞与引当金 

  従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額に基づき計上

します。 

 (3)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基

づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上します。 

  (4)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるため、「内規」に基づく期末要支給額を計上しま

す。 

4．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

 (1)リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計

基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によります。 



 (2)消費税等の処理方法 

  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用します。 

 (3)連結納税制度の適用 

  連結納税制度を適用します。 

5．重要な会計方針の変更 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号 平成 19 年 3 月 30 日改正）お

よび「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号 平成 19

年 3 月 30 日改正）に伴い、当事業年度より同会計基準および同適用指針を適用しており

ます。この変更による影響額は、ありません。 

 

（２）貸借対照表に関する注記 

1．有形固定資産の減価償却累計額  27,775 千円 

2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く） 

 短期金銭債権    46,443 千円 

 短期金銭債務   5,487 千円 

 

（３）税効果会計に関する注記 

  繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金及び役員退職慰労引当金の否認等であ

ります。 

 

（４）1株当たり情報に関する注記 

  1 株当たり純資産額  148,282 円 95 銭 

  1 株当たり当期純利益   11,190 円 20 銭 

（５）リースにより使用する固定資産に関する注記 

  貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器及び自動車等を所有権移転外ファイナ

ンスリース契約により使用しております。 

 

（６）当期純損益金額 

    当期純利益    6,714 千円 

 

（７）その他の注記 

  貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表に記載されている金額

は、千円未満を切捨表示しております。 

 


